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　宍粟市強靭化計画は、令和２年６月に策定され、計画期間は令和２年度から概ね５
年となっており計画期間が満了となっている。
　また、国・県の上位計画の改訂内容や宍粟市の組織等も含めて改訂ができていない
状況となっている。

政策会議  議事概要

・宍粟市強靭化計画の改訂素案について、パブリックコメントを実施する。
・宍粟市強靭化計画の改訂素案について、議会意見聴取を進める。
・令和８年４月改訂とする。

議 題 宍粟市強靭化計画の改訂について

決 定 事 項

基本施策

総合戦略での
位置付け

総合計画での
位置付け

基本目標

基本方針

１．住み続けたい、住んでみたいまち

④安全で安心なまちづくり

【11】防災体制の充実

課 題
　強靭化計画の改訂において、宍粟市の組織・名称等の変更や、重要業績指標の検
証、及び強靭化を推進する主な事業において改訂が必要となっている。
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教育部長 会計管理者 議会事務局長 総合病院副院長兼事務部長

開 催 日 令和８年２月５日
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